
平成１５年９月２９日

不服申立てについて

１　導入

２　情願に関する現状等の説明

（１）現在の法務大臣情願の処理手続の概要（資料１）

（２）法務大臣情願の申立て及び処理状況（資料２・資料３）

　　ア　申立て件数及び処理件数

　　イ　申立て内容の概要

　　　

（３）巡閲官情願の処理手続，申立て及び処理状況

（４）情願以外の不服申立ての状況（資料４）

３　諸外国の不服申立て制度の概要等（英国・米国連邦・ドイツ）

（資料５～資料９）

４　刑事施設法案における審査の申請と苦情の申出制度（資料１０）

５　まとめ

（参考資料）関係監獄法令及び法務省矯正局長通達
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資料１　法務大臣情願の処理手続の概要
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資料２　情願の申立状況及び処理等の実情

  １　申立及び処理の実情

平成１０年 平成１１年 平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年

申立件数
1,404 1,526 2,382 2,942 3,455 3,806

処理件数
1,868 1,768 1,421 2,407 3,055 1,710

1,186 1,545 1,983 2,363 2,566 -

平成１０年 平成１１年 平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年
1,404 1,526 2,382 2,942 3,455 5,709
1,868 1,768 1,421 2,407 3,055 3,700

  ２　大臣情願の結果別処理状況

平成１０年 平成１１年 平成１２年 平成１３年 平成１４年

6,284 4,266 3,169 5,647 6,769

4 5 4 3 1

(0.06%) (0.12%) (0.13%) (0.05%) (0.01%)

1,620 1,167 652 1,273 1,920

(25.78%) (27.36%) (20.57%) (22.54%) (28.36%)

54 70 42 122 115

(0.86%) (1.64%) (1.33%) (2.16%) (1.70%)

4,606 3,024 2,471 4,249 4,733

(73.30%) (70.89%) (77.97%) (75.24%) (69.92%)

平成１４年
採択 1
却下 1920
棄却 115
不裁決 4733

大臣

巡閲官情願

却下

棄却

裁決

※平成１５年は８月末現在の数値。このまま推移すれば年間約６０００件に達する見込み。

不裁決

申立事項数

申立件数
処理件数

採択
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※　大臣情願の平成１５年分は，８月末現在の件数を基にした推定の状況

平成１４年

28%

2%

70%

0%

不裁決

却下

採択

棄却

※ 不裁決処理の事由
　・　申立者の出所
　・　取り下げ
　・　希望を述べたもの
　・　意見を述べたもの
　・　感想を述べたもの
　・　趣旨が不明なもの



資料３　大臣情願の頻回申立の状況

平成１２年 平成１３年

申立件数
866人

2,382件
986人

2,942件

平成１２年 平成１３年

１人で１件
529人
529件

573人
573件

638人
638件

(57.8%)

(18.5%)

１人で２件
144人
288件

171人
342件

196人
392件

(17.8%)

(11.3%)

１人で３件
75人

225件
79人

237件
75人

225件
(6.8%)

(6.5%)

１人で４件以上
118人

1,340件
163人

1,790件
194人

2,200件
(17.6%)

(63.7%)

頻 回 情 願 者
( 各年の上位 者)

Ａ：92件
Ｂ：62件
Ｃ：39件
Ｄ：39件

Ｅ：144件
Ｆ：115件
Ａ：115件

件　 数 実人員

638 638

392 196

225 75

2200 194

平成１４年

1,103人
3,455件

平成１４年 (%)

Ａ：168件
Ｄ：158件
Ｅ： 56件

638

638

392

196

225

75

2200

194
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１人２件

１人３件

１人４件以上



資料４　各種不服申立状況

民 事 訴 訟 行 政 訴 訟
人 身 保 護
請 求

小 計 告 訴 告 発 小 計
法務省 機関
へ の 請 願

そ の 他 の
請 願

人 権 侵 犯
申 告

そ の 他 小 計

平成１０年 97 14 9 120 177 12 189 91 36 207 219 553 862

平成１１年 106 19 13 138 262 12 274 103 78 259 160 600 1,012

平成１２年 191 46 19 256 294 22 316 370 142 414 338 1,264 1,836

平成１３年 97 19 18 134 349 39 388 319 146 494 213 1,172 1,694

平成１４年 104 25 21 150 329 17 346 346 145 596 358 1,445 1,941

合　　　 計 595 123 80 798 1,411 102 1,513 1,229 547 1,970 1,288 5,034 7,345

訴訟 告訴・告発 その他 合計

平成１０年 120 189 553 862

平成１１年 138 274 600 1012

平成１２年 256 316 1264 1836

平成１３年 134 388 1172 1694

平成１４年 150 346 1445 1941

そ　　　　　　の　　　　　　他

合 計

訴　　　　　　　　訟 告　訴　・　告　発
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資料５　不服申立て関係の国際準則について

○　被拘禁者処遇最低基準規則（Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners）

（１９５５年犯罪予防及び犯罪者処遇に関する国連第１回会議において採択）

第 36

(1) 各被拘禁者は，平日に，施設の長または施設の長を代理する権限を与えられた職員に対して，要求または不服申立をす

る機会を与えられなければならない。

(2) 被拘禁者は，刑務所監察官の監察中，これに対して，要求または不服申立をすることができなければならない。被拘禁

者は，施設の長またはその他の職員の立会なしに，監察官または施設の監督に当たるその他の者と面談する機会を与え

られなければならない。

(3) 各被拘禁者は，許可された方法にしたがい，中央刑務当局，司法官庁またはその他の適当な官庁に対して，適式な形式

により，内容についての検閲を受けることなく，要求または不服申立をすることが許されなければならない。

(4) すべての要求または不服は，それが明らかに不まじめなまたは理由のない場合を除き，直ちに処理され，かつ，不当に

遅延することなしに回答されなければならない。



○　形態を問わず抑留又は拘禁されている者の保護に関する原則（被拘禁者保護原則）（Body of Principles

for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment）

（国連総会決議：１９８８年国連総会において採択）

原則 33

１　被抑留者若しくは被拘禁者又はその弁護人は，抑留の場所の管理の責任を有する機関及びその上級の機関に対し，更に

必要な場合には，審査又は救済の権限を与えられている相当な機関に対し，その者の処遇に関し，特に拷問又は残虐な，

非人道的な若しくは屈辱的な取扱いに関し，請求又は申立てを行う権利を有しなければならない。

２　被抑留者若しくは被拘禁者及びその弁護人のいずれにおいても，第１項の権利を行使する可能性がないような場合には，

被抑留者若しくは被拘禁者の家族又は当該事件を知るその他の者もその権利を行使できる。

３　請求又は申立てに関する秘密は，申立人が要求する場合には，守られなければならない。

４　すべての請求又は申立ては，速やかに処理され，不当な遅滞なく回答されなければならない。請求又は申立てが拒否さ

れ又は著しく遅滞する場合には，申立人は，司法上その他の機関に訴えを提起する権利を与えられなければならない。被

抑留者若しくは被拘禁者又は第１項に基づく申立人は，請求又は申立てを行っている故に不利益を受けてはならない。



資料６　英国の不服申立て制度

（Prison Service Order 2510 (2002.2.21 HM Prison Service)　による。）

申立て

　回答

　　回付　　　　　　　　回答

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第１段階：担当職員が回答　受理してから原則として平日３日以内に回答

第２段階（第１段階の回答に対して不服である場合）：管理職レベルが回答　受理してから原則として平日７日以内に回答

第３段階（第２段階の回答に対して不服である場合）：施設長が回答　受理してから原則として平日７日以内に回答

更に不服がある場合は，「矯正保護オンブズマン」へ

各行刑施設内の不服調整員

（Complaints Co-ordinator） 被　収　容　者

関　係　職　員

○ 不服の処理の負担が過重とならないための方策

・ 日常の問題を非公式に解決することに努める。

・ 申立期間の設定（最初の申立ては，事案発生等から３か

月以内、それぞれの段階の回答を受け取ってから７日以

内）

・ 一人 1 日 1 件の処理に限定するなどの実施上の措置



資料７　英国の矯正保護オンブズマンの概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Prisons and Probation Ombudsman　ホームページによる。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　任　命

　　　　　　　　　申立て

　　　　　　　勧告・年次報告の提出

　　　　　　　　　　　　　簡易な解決の模索

　　　　　　　　　　　　　勧告

勧告等に対する回答

被　収　容　者

内　務　大　臣

矯正保護オンブズマン

（オンブズマン１名，オンブ

ズマン補佐官５名，調査官約

２０名）

・調査・簡易な解決の模索

・報告書・勧告作成

・年次報告書の作成

○申立ての条件

・ 施設内での不服申立ての手段を尽

くしていること。

・ 施設内での不服申立てに対する回

答を得てから１月以内

行　刑　局

※矯正保護オンブズマンは、被

収容者からの不服のみでなく、

保護観察中の者等からの不服

も受け付けている。

行刑局関係では年間で３，１３２件を受付

（保護観察関係は１９２件）（２００２年

度）

そのうち，調査の対象となったものは１，３

１７件

昨年度の積み残し分も含めて１，４８５件を



資料８　米国（連邦）の不服申立て制度

　　　　　　　　（Federal Bureau of Prisons Program Statement 1330.13 による。）

前段階：非公式な申立て

第１段階：施設長への申立て

受理してから２０日以内に回答

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２段階：管区への申立て

受理してから３０日以内に回答

第３段階：連邦矯正局への申立て

受理してから４０日以内に回答

連邦刑務所の受刑者

※連邦矯正局への申立

てを経ることにより，

行政上の救済手段を尽

くしたとして訴訟を提

起できることとなる。

施　設　の　職　員

施　設　長

管区監督官（Regional

Director）

連邦矯正局

参 事 官 室 (Office of

General Counsel)

○ 不服の処理の負担が過重とならないための方策

・ 関係職員に対する非公式の申立てを前置

・ 申立期間の設定（事案発生等から２０日以内、第２段

階は回答から２０日以内、第３段階は回答から３０日

以内）

申立ては様式が定め

られており、原則と

して 1 枚に収めるよ

う記載



資料９　ドイツの不服申立ての制度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ドイツ行刑法第１０８条～第１２１条による。）

希望・問題提起・不服

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自己に関係する案件についての相談

自己の権利侵害に対する申請

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（行刑施設長への不服を前置するかどうか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は州法による。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　措置（又は行刑施設長の裁決）から

２週間以内に書面により申請

処分の取消し等の決定

※高等裁判所刑事部への抗告手続あり

受　刑　者 行刑施設の長

施設の視察をする監督官庁の代表者

裁判所（刑執行部）

行刑施設の長

連邦統一行政規則では，

形式等が条件に適合しな

いもの，単なる反復を内

容とするものは回答を要

しないとしている。



資料１０　刑事施設法案における審査の申請及び苦情の申出について

○ 審査の申請

　　　　　　　　　　　　　　　　審査の申請

　　　　　　　　　　　　対象：刑事施設の長の特定の措置に対する不服

　　　　　　　　　　　　　　申立期間：措置のあったことを知った日の翌日から

起算して３０日以内

　　　　　　　　　　　　　　方法：被収容者自らが作成し，封をした書面を

　　　　　　　　　　　　　　　　　施設長を経由して送付

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　書面による裁決（理由の付記）

被収容者 法　務　大　臣



○苦情の申出

苦情の申出

　　　　　　　　　　対象：刑事施設の長の措置その他自己が受ける処遇に

対する苦情

　　　　　　　　　　　　　　　申立期間：規定なし

　　　　　　　　　　　　　　　方法：口頭又は書面

　

　　　　　　　　　　　　　　　対象：刑事施設の長に対する苦情の申出と同じ

　　　　　　　　　　　　　　　申立期間：規定なし

　　　　　　　　　　　　　　　方法：口頭・・・被収容者に面接し，内容を聴取

（原則として刑事施設の職員は無立会）

書面・・・被収容者自らが作成し，封をし

た書面を施設長を経由して送付

　　　　　　　　　　　　対象：刑事施設の長に対する苦情の申出と同じ

　　　　　　　　　　　　　　　 申立期間：規定なし

　　　　　　　　　　　　　　　 方法：被収容者自らが作成し，封をした書面を

施設長を経由して送付

被収容者 刑事施設の長

監　査　官

（法務省職員が毎年１回

以上，監査官として施設

の実地監査を実施）

法 務 大 臣









（参考資料）情願及び巡閲関係監獄法令

○ 監獄法（明治４１年法律第２８号）第４条第１項

　　法務大臣ハ少クトモ二年毎ニ一回官吏ヲシテ監獄ヲ巡閲セシムベシ

　監獄法第７条

　　在監者監獄ノ措置ニ対シ不服アルトキハ法務省令ノ定ムル所に依リ法務大臣又ハ巡閲官吏ニ情願ヲ為スコトヲ得

○ 監獄法施行規則（明治４１年司法省令第１８号）第４条

①法務大臣ニ情願ヲ為スニハ其趣旨ヲ記載シタル書面ヲ差出スコトヲ要ス

②情願書ハ本人ヲシテ之ヲ封緘セシメ監獄官吏ハ之ヲ披閲スルコトヲ得ス

③情願書ヲ差出シタルトキハ所長ハ速ニ之ヲ法務大臣ニ進達ス可シ

　監獄法施行規則第５条

① 巡閲官吏ニハ書面又ハ口頭ヲ以テ情願ヲ為スコトヲ得

② 巡閲官吏ニ情願ヲ為サンコトヲ予告スル者アルトキハ所長ハ其者ノ氏名ヲ情願簿ニ記載シ置ク可シ

③ 前条第二項ノ規定ハ本条ノ情願書ニ之ヲ適用ス

　監獄法施行規則第６条

　　巡閲官吏情願ヲ聴クニハ必要アル場合ヲ除ク外監獄官吏ヲシテ之ニ立会ハシム可カラス

　監獄法施行規則第７条

① 巡閲官吏情願ヲ審査シタルトキハ自ラ裁決ヲ為シ又ハ法務大臣ノ裁決ヲ乞フコトヲ得

② 巡閲官吏自ラ裁決ヲ為シタルトキハ情願簿ニ其要旨ヲ記載ス可シ

　監獄法施行規則第８条

　　情願ニ対スル裁決ハ所長速ニ本人ニ告知ス可シ
















